
第１回 市立幼稚園の今後のあり方懇談会 

 

令和７年６月９日（月）午前10時～  

市役所西庁舎12階 12Ａ会議室   

 

 

１ 開会・あいさつ 

 

２ 出席者紹介 

 

３ 座長選出 

 

４ 懇談 

（１）「基本方針」及び「実施計画」について【資料１】 

 

（２）社会状況等の変化について【資料２】 

 

（３）「実施計画」の実施状況等について【資料３】 

 

（４）課題認識や期待すること【資料４】 

 

（５）参考資料 

 

５ その他 

  第２回懇談会【開催通知添付】 

  日時：令和７年７月16日（水）午前10時から正午頃まで 

   場所：市役所 東庁舎５階 大会議室 



 



市立幼稚園の今後のあり方懇談会について（概要） 

 

 

１ 趣旨 

教育委員会では、幼児人口の減少や社会の変化、保護者の多様な保育ニー

ズに対応するため、市立幼稚園の役割や機能について再検討を行い、市立稚

園の規模、配置、運営のあり方などを中長期的な視点から見直すため、平成

28 年 8 月に「名古屋市立幼稚園の今後のあり方に関する基本方針」を、また

この基本方針に基づき、翌年の 8 月に「名古屋市立幼稚園の今後のあり方に

関する実施計画」を策定しました。 

この実施計画の計画期間が令和 8 年度までのため、次期実施計画の策定に

向けた検討を進めていくにあたり、学識経験者や幼稚園・保育所関係者の皆

さまから幅広くご意見をお聴きするものです。 

 

２ 構成員 

氏  名 役  職 

相澤 京子 名古屋市立保育園長会 会長 

伊藤 知穂美 名古屋市立幼稚園長会 会長 

上田 敏丈 名古屋市立大学大学院人間文化研究科 教授 

河村 暁 名古屋市私立幼稚園協会 会長 

笹口 真 名古屋市立なごや小学校長 

髙木 良昌 名古屋市立幼稚園ＰＴＡ協議会 会長 

津金 美智子 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部子どもケア学科 教授 

恒川 和久 名古屋大学大学院工学研究科 教授 

藤岡 省吾 名古屋私立保育連盟  

水野 めぐみ 名古屋市立幼稚園教職員組合 執行委員長 

（６月に確定予定）名古屋市私立幼稚園ＰＴＡ連合協議会 

（敬称略、50 音順） 

 



３ 開催スケジュール（予定）（令和 7 年度：全５回） 

回 時 期 内 容 

第１回 6 月 9 日 
・現計画の実施状況や課題の説明 

・意見聴取・懇談 

第２回 7月16日 
・これまでの施策に係る課題への対応・方向性等の説明 

・意見聴取・懇談 

第３回 11 月 
・第 2 次実施計画（素案）の提示 

・意見聴取・懇談 

第４回 12 月 
・再編の基本的な考え方 

・意見聴取・懇談 

第５回 1 月 
・第 2 次実施計画（案）の提示 

・意見聴取・懇談 

 



市立幼稚園の今後のあり方懇談会開催基準 

 

平成27 年 3 月13日 

教 育 長 決 裁 

 

 （趣旨） 

第 1 条 この基準は、市立幼稚園の今後のあり方の検討に活用するため、学識

経験者や幼稚園・保育所関係者等から幅広く意見を聴取する市立幼稚園の今

後のあり方懇談会（以下「懇談会」という。）の開催に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

 （構成） 

第 2 条 懇談会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が指名する者により構

成する。 

 (1) 学識経験者 

 (2) 幼稚園・保育所関係者 

 (3) その他教育委員会が必要と認める者 

 （座長） 

第 3 条 懇談会の座長は、構成員の互選により決定する。 

2  座長は、懇談会の議事を進行する。 

 （会議の開催） 

第 4 条 懇談会は、必要の都度教育委員会が開催する。 

 （謝金） 

第 5 条 構成員（市職員を除く。）への謝金は、日額12,600円とする。 

 （庶務） 

第 6 条 懇談会の庶務は、教育委員会事務局総務部教育環境整備課において行

う。 

 （委任） 

第 7 条 この基準に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、教

育委員会事務局総務部長が定める。 

 

   附 則 

 この基準は、平成27 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この基準は、平成28年10月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この基準は、令和 4 年 8 月22日から施行する。 

   附 則 

 この基準は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 



 



４（１）「基本方針」及び「実施計画」について

〇 〇

ア 質の高い幼児期の教育の実践及び発信 〇
⇒

イ 幼保小接続の取り組みの推進 〇
⇒ 取り組み②（Ｐ.１１〜１３）

〇

ウ 幼児期における特別支援教育の充実
⇒ 〇

〇
エ 家庭や地域コミュニティと連携した園運営の推進

⇒

オ 多様な保護者ニーズへの対応
⇒

〇
市立幼稚園の再編

平成２９年度から令和８年度までの１０年間

本市の幼児教育の質の向上に資する研究、研修の拠点として、「幼児教育セ
ンター」（注：現在の「幼児教育支援室」）を開設
主な機能として、「調査・研究」「研修」「子育て支援」を想定 （次期）計 画 期 間
市立幼稚園各園の実践研究を全体総括し、その成果を広く発信 令和９年度から令和１８年度までの１０年間（予定）

保護者のニーズに対応するため、預かり保育の拡充や認定こども園への移
行等についても検討する

「幼児教育センター」の開設

〇

〇

「実施計画」の実施状況の検証・評価を行うとともに、「実施計画」策定以降の
社会状況の変化などを踏まえ、有識者からご意見をお聞きし、次期計画を策定す
る。

〇

「名古屋市立幼稚園の今後のあり方に関する基本方針」(Ｈ28) 「名古屋市立幼稚園の今後のあり方に関する実施計画」(Ｈ29)

市立幼稚園の役割 「実施計画」の策定趣旨
「基本方針」に基づき、市立幼稚園が本市の幼児教育を取り巻く現状や課題に
対応し、本市全体の幼児教育の充実を図っていくための取り組みを着実に推進
するとともに、園の再編を行うことを目指して策定

これからの市立幼稚園は、私立幼稚園や保育所等と相互に連携・協調しなが
ら、本市全体の幼児教育の充実を図る

幼児人口の減少への対応や機能強化に必要な財源を創出する必要があること
から、市立幼稚園の再編を実施

（現行）計 画 期 間

市立幼稚園の今後のあり方

取り組み④（Ｐ.１６・１７）

取り組み③（Ｐ.１４）
市立幼稚園は、障がいのある子どもや特別な配慮を要する子ども一人一人
の教育的ニーズや発達の課題を把握し、適切な体制のもと指導や支援を充
実させることにより、インクルーシブ教育の実践研究を行う

市立幼稚園は、幼児期の教育に関する相談に応じたり、情報を提供した
り、交流の場や機会を提供したりするなど、地域における幼児期の教育の
センターとしての役割を果たす

子ども・子育てや幼児教育を取り巻く今日的な課題に対応

園児に快適な教育環境を整えるために必要に応じて施設や設備の改修

本市全体の幼児教育の振興を図るための拠点施設として「幼児教育センター」を
設置し、その事業を通して私立幼稚園や保育所等との連携を図る

幼児人口の状況や保護者の幼稚園・保育ニーズなどを踏まえて、市立幼稚園の再
編を実施（再編対象園：報徳幼稚園・はとり幼稚園・⽐良⻄幼稚園）

「実施計画」の取り組み

市立幼稚園は、本市の幼児教育のモデルとなる教育実践を発信し、本市の
幼児教育の質の向上に資する 取り組み①（Ｐ.９・１０）

市立幼稚園は、幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続のあり方を実践
研究し、そこから得られた成果を私立幼稚園や保育所等に広げていく先導
的な役割を担う

「基本方針」に掲げた今後の市立幼稚園のあり方を実現するため、以下の取り
組みを実施

資料１



４（２）社会状況等の変化について

Ⅰ 市立幼稚園を取り巻く状況
１ 本市の幼児人口及び幼稚園・保育所等利用児童数

➡幼児人口減少の⼀⽅で、保育ニーズの⾼まり

２ 市立幼稚園の園数・園児数・園児定員・定員充足率
➡幼児教育・保育の無償化開始以降の園児数の急減

３ 施設数
➡幼稚園は減少する⼀⽅で、保育所や認定こども園が急増

※家庭的保育事業等については、下記URLをご参照ください。
https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000097852.html
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区 分
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幼稚園・保育所等
利用児童数(b)

Ｈ27
(Ａ)

116,795
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117,083
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△ 16,939
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Ｒ6
（B）
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96,189
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利用率(b/a) 65.3%64.0%63.4%62.2%61.2% 68.4%68.2%67.6%66.5%
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資料２
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４ 幼稚園・保育所・認定こども園の園児数（３〜５歳児）
➡幼稚園園児数は急減する⼀⽅で、保育所や認定こども園が増加

５ 幼稚園・保育所・認定こども園の⼊園率（３〜５歳児）

区分
幼稚園 保育所 認定こども園

公立 私立 計 公立 ⺠間 計 公立
3,601Ｈ２７（A） 2,156 27,626 29,782 7,506 14,141 21,647 0 3,601

私立 計

Ｈ２９ 2,098 25,842 27,940 7,004 14,168 21,172

21,738 0Ｈ２８ 2,106 26,882 28,988 7,242 14,496

26,643 6,727 14,241 20,968 0

0

4,496 4,496

5,937 5,937

7,180 7,180

8,755

14,439
Ｒ１ 1,982 23,226 25,208 6,572 14,123 20,695 0 8,755

Ｈ３０ 2,039 24,604

21,641 0

0Ｒ３ 1,546 21,292 22,838 5,988 15,246 21,234

20,781 0 9,396 9,396Ｒ２ 1,760 22,602 24,362 6,342

9,793 9,793

9,860Ｒ５ 1,323 17,041 18,364 5,412 16,436 21,848 0 9,860

9,772 9,772Ｒ４ 1,373 19,613 20,986 5,688 15,953

Ｒ７ 1,156 4,981 16,524 21,505

21,731 0 9,924 9,924Ｒ６（B） 1,210 15,837 17,047 5,140 16,591

0 10,712 10,712

△ 12,735 84 6,323比較（B-A）

(調査中)

区分
幼稚園 保育所 認定こども園

公立 私立 計 公立 ⺠間
39.3% 0.0% 6.5% 6.5%

計計 公立 私立
Ｈ２７（A） 3.9% 50.2% 54.1% 13.6% 25.7%

Ｈ２８ 3.8% 48.7% 52.5% 13.1% 26.3%

Ｈ３０ 3.7% 44.9% 48.6% 12.3%

38.5% 0.0% 10.8% 10.8%Ｈ２９
39.4% 0.0%

Ｒ２ 3.2% 41.4% 44.7% 11.6%

37.9% 0.0% 16.0% 16.0%Ｒ１ 3.6%

26.5% 38.1% 0.0% 17.2% 17.2%

25.8%

26.0% 38.3% 0.0% 13.1% 13.1%

25.7%

46.1% 12.0%

3.8% 46.9% 50.8% 12.7%

42.5%

8.1% 8.1%

39.4% 0.0% 18.2% 18.2%

30.4% 41.3% 0.0% 18.6% 18.6%Ｒ４ 2.6% 37.4% 40.1% 10.9%

43.6% 0.0% 19.7% 19.7%32.8%

Ｒ６（B） 2.5% 32.5% 34.1%
Ｒ５ 2.6%

Ｒ３ 2.9% 39.5% 42.4% 11.1%

比較（B-A） △19.1％ 5.3% 13.9%

35.0% 10.6%

28.3%

20.4%

34.0% 36.7% 10.8%

20.4%44.6% 0.0%
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６ 特別な配慮を要する児童・園児の推移
➡特別な配慮を要する児童・園児の増加傾向

Ｈ27 1,347 110,779 1.2% 31 2,156

年度
特別支援

学級児童数

44,388

Ｈ28 1,441 111,075 1.3%

全児
童数

割 合
診断名の

ある園児数
全園児

数

Ｈ29 1,484 111,753 1.3% 71 2,098 3.4%

43 2,106 2.0%

1,982 3.5% 47,313 3.8%
1,073
728

45,805 3.8%2,039 4.6%
960
763

⺠間
公立
⺠間
公立
⺠間

Ｒ1 1,745 112,106 1.6% 70

Ｈ30 1,627 112,176 1.5% 93

3.6% 48,106 4.0%
1,176
751公立

Ｒ2 1,850 111,772 1.7% 63 1,760
⺠間

3.6% 48,757 4.3%
1,373
739公立

Ｒ3 1,962 110,877 1.8% 56 1,545
⺠間

3.9% 49,173 4.7%
1,516
779

Ｒ4 2,088 110,233 1.9% 53 1,373
公立
⺠間

4.8% 49,598 5.1%
1,701
813

Ｒ5 2,298 109,096 2.1% 64 1,323
公立
⺠間

5.6% 49,708 5.4%
1,851
836

⺠間
Ｒ6 2,508 108,388 2.3% 68 1,210

公立

公立保育所・⺠間保育所・認定こども園
（2・3号利用の0〜5歳児）

市立幼稚園市立小学校

692
744

934
747
849
709

公立

3.7%42,660
公立
⺠間

1.4% 40,944 3.5%
⺠間

割 合
障害児

利用児童数
全児
童数

割 合

3.8%
公立
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Ⅱ 幼児教育を取り巻く状況

『こども誰でも通園制度』の試行実施
0歳6か月から満3歳未満の未就園児を対象に、月⼀定時間までの利用可能枠の中で、保護者の就労
要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園できる制度（令和8年度からは全国で実施
予定）
『保育所、認定こども園における保育の内容の基準等の在り⽅について』（こども家庭審議会諮
問）
検討にあたり、保育所、幼保連携型認定こども園及び幼稚園の教育・保育内容の基準の整合性を確
保する観点から、中央教育審議会と緊密に連携するよう留意

①架け橋期の教育の充実、②幼児教育の特性に関する社会や小学校等との認識の共有、③特別な配
慮を必要とする子供や家庭への支援、④全ての子供に格差なく学びや生活の基盤を育むための支
援、⑤教育の質のを保障するために必要な体制等、⑥教育の質を保証するために必要な調査研究等
について提言
『こども家庭庁の設置』『こども基本法の施行』
こどもに関する取組や政策を我が国社会の真ん中に据える「こどもまんなか社会」を目指すための
新たな司令塔として、こども家庭庁を内閣府に設置
（保育所及び認定こども園はこども家庭庁が、幼稚園は引き続き文部科学省が所管）
『第４期教育振興基本計画の策定』（閣議決定）
「日本社会に根差したウェルビーイングをの向上」の推進を明示
『ナゴヤ学びのコンパスの策定』
子どもたちが学びを通して自分らしく、幸せに生きていくことができるよう、名古屋市の学びの基
本的な考えを示す
『こども未来戦略』（閣議決定）
① 子育て世帯の家計を応援、② すべてのこどもと子育てを応援、③ 共働き・共育てを応援、を戦
略の基本理念として掲げ、少子化対策にむけた子育て施策を推進

「子ども中心の学び」を推進
『第４期名古屋市教育振興基本計画の策定』（コンパスぷらん）

①社会と共有したい幼児教育の基本的な考え⽅、②幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型
認定こども園教育・保育要領に基づく教育活動の成果と課題等、③必要な条件整備について提言

『今後の幼児教育の教育課程、指導、評価等の在り⽅に関する有識者検討会 最終報告』

幼児教育と小学校教育との円滑な接続の改善の在り⽅、設置者や施設類型を問わず、幼児教育の質
の向上を図る共通的⽅策について諮問

『初等中等教育における教育課程の基準等の在り⽅について』（中央教育審議会諮問）

Ｒ5.6

Ｒ5.9

R5.12

Ｒ6.3

R6.10

R5.4

H30.4

R6.12

R7.4

R7.4

『幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂（定）』
幼稚園・保育所・幼保連携型認定こども園の3施設で「幼児教育を行う施設」として「幼児期に育
みたい資質・能力」や「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の共通化

R1.10

Ｒ3.1

R5.2

『幼児教育・保育の無償化』
幼稚園や保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳の全ての子どもたちの利用料を無償化
『「令和の日本型学校教育」の構築を目指して』（中央教育審議会答申）
小学校との円滑な接続の推進について提言
『学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続について』
（中央教育審議会 幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会まとめ）
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４（３）「実施計画」の実施状況等について

※太斜体字は令和4年度中間評価の際に、追加になった項目 （令和6年度末時点）

実施内容 成果及び課題
掲載
頁

参考
資料

≪成果≫
・実践研究報告会では共通点となるキーワードや特
に大切にしたい要素を基に協議を進め、短い時間の
中でもポイントを絞って話し合うことができ、学び
を深めることができました。
・公開保育では、ナゴヤ学びのコンパスの浸透によ
り小学校からの参加が増え、幼児教育の大切さや⼀
貫した学びについての理解が深まりました。
（R4）19人（幼保12人、小7人）
（R5）30人（幼保10人、小20人）
（R6）42人（幼保11人、小31人）

7 1

≪課題≫
・プロジェクト終了後や教職員の異動後も取組を継
続したり充実させたりするなど、継続性を確保する
ことが必要です。
・公開保育で他校種の教員等との対話を通して得た
改善点や新たな発見をフィードバックすることが重
要です。
・プロジェクトをきっかけに地域の幼児教育施設と
の連携を深め、横のつながりを強化することが重要
です。

「実施計画」記載の取組項目

Ⅱ 本市の幼児教育の振興を図るための取り組み
１ 市立幼稚園の取り組み
（１）全園での取り組み

・名古屋市学校教育の努力目標とそれぞれの園の実情に応じた
主題を各園が設定し、実践研究を行い、その研究成果について
は実践研究報告会において広く公開しました。
【研究テーマ例】
自分が大事 友達が大事 〜⼀人⼀人の心が動く環境の構成を考
える〜（R6年度：第⼆幼稚園）
・「ナゴヤ・スクール・イノベーション事業の推進」として、
各プロジェクトで実践研究を行い、公開保育や動画作成を行い
ました。
①マッチングプロジェクト：（R3,4年度）第⼀幼稚園、第三幼
稚園、鳴子幼稚園、吹上幼稚園、荒子幼稚園
②すすめるプロジェクト：（R5,6年度）第⼆幼稚園、猪⾼幼稚
園、（R6,7年度）⾼田幼稚園
③つながるプロジェクト：（R5,6年度）春田幼稚園・春田小学
校、常磐幼稚園・常磐小学校、（R6,7年度）⻄⼭台幼稚園・あ
いわ幼稚園・名東小学校・⻄⼭小学校・神丘中学校
④新しい学校づくり推進課と協働して幼稚園教育実践動画を作
成（R5年度)

本市の幼児教育
の質を向上させ
る実践研究

ア
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実施内容 成果及び課題
掲載
頁

参考
資料

「実施計画」記載の取組項目

イ
園舎・園庭の開
放による子育て
支援

・保育時間終了後や⻑期休業中に園舎・園庭の開放を実施し、
地域の未就園児の親子に対して、安心して遊ぶ場を提供しまし
た。
・保育時間中に園の行事参加、「親子で遊ぶ会」の設定、園⻑
や教員による子育て相談など、地域の未就園の親子に対して、
安心して遊ぶ場や気軽に子育ての悩みの相談ができる場を提供
しました。

≪成果≫
幼稚園の子育て支援（園舎・園庭開放 子育て相談
未就園児の遊びの会）に満足していますか。⇒ ９
６.２％ 8 2

ウ
預かり保育によ
る子育て支援

・全園において、教育時間終了後の「預かり保育」を実施し、
子育て支援の充実に努めました。
・令和５年度から２園（第⼀幼稚園・第三幼稚園）において、
早朝、夕刻の預かり保育時間の拡充を試行実施しました。

≪成果≫
就労していても幼稚園に通わせたい保護者にとっ
て、幼稚園を就園先として選択できるようになりま
した。
≪課題≫
・⻑時間の保育になることによる幼児の心⾝の負担
を考慮した教育内容を研究し、指導計画を作成する
ことが必要です。
・単学級園での試行実施も含め、他の園への展開を
検討することが必要です。

8 3
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実施内容 成果及び課題
掲載
頁

参考
資料

「実施計画」記載の取組項目

・義務教育開始前後の５歳児から小学校第１学年の２年間（架
け橋期）の教育の充実を目指し、幼児教育支援室が中心とな
り、幼保小接続リーフレットや幼保小接続資料を作成し、市内
幼児教育施設や小学校に発信しました。
・市内幼児教育施設と小学校の教職員が集い、幼保小接続の理
念を学んだり、小グループで対話する幼保小接続セミナーや幼
保小接続研修会を実施しました。
・幼保小接続を推進するため、令和７年度から小学校の校務分
掌に「幼保小接続担当」を新設しました。

≪成果≫
・資料の発信により、架け橋期の教育の理解が深ま
りました。
・定期的な研修会開催により、幼保小の連携や接続
に向けて自校・園でできることを考える教職員が増
えました。参加者アンケートの満足度は97％で「で
きそうなことからやっていきたい」、「校種を超え
て教育の話ができ、有意義だった」という意見が多
く挙がっていました。
・「幼保小接続担当」の明確化により、「幼保小接
続研修会」への小学校教員の参加が例年の100人程度
から162人（R7.5.29現在）に増加しており、各学校
での幼保小接続に関する理解と周知が期待されま
す。

9 4

≪課題≫
・幼保小の学びをつなげるために地域の幼児教育施
設同士の連携を図ることが必要です。
・互恵性のある幼保小連携にしていくことが必要で
す。
・多忙な職員同士が連携を図るための工夫が必要で
す。

（２）今日的な課題への取り組み

幼保小接続の取
り組み

ア
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実施内容 成果及び課題
掲載
頁

参考
資料

「実施計画」記載の取組項目

イ
特別な配慮を必
要とする子ども
への支援

・専門家チームや学校生活介助アシスタント、発達障害対応支
援員などを活用した支援の充実を図りました。
・特別な配慮を必要とする子どもへの接し⽅について、幼稚園
新規採用教員研修会及び幼稚園教職経験者研修会（幼稚園５年
研）、幼児教育研修会、派遣型研修会等で学ぶ機会を設けてい
ます。
・インクルーシブ教育の実践研究に取り組み、令和４年度に公
私幼保等へ成果を発信しました。（春田幼稚園・猪髙幼稚園）

≪成果≫
・専門家チーム等を活用することにより、子ども⼀
人⼀人の特性や発達の状況を理解し、その子の特性
に応じた関わりや保護者支援をすることや、幼児教
育支援室の様々な研修を通して、専門性を⾼めるこ
とができました。
・今日的教育課題であるインクルーシブ教育につい
て、その意味の理解を深めたり、環境の構成につい
て具体的に学んだりして、実践に生かすことができ
ました。
≪課題≫
・⼀人⼀人の子どもの特性に応じた指導内容や指導
⽅法の工夫を計画的、組織的に行うための人員配置
が必要です。

9 5

ウ
地域に開かれた
幼稚園づくり

各園の実情に応じて、地域行事への参加や地域の⽅との交流な
ど、⾝近にある地域資源を生かした教育実践を行いました。
【実践例】
・地域の畑でジャガイモ掘り（植田幼稚園）
・親子で有松絞りのオリジナルTシャツ作り（桶狭間幼稚園）

10
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実施内容 成果及び課題
掲載
頁

参考
資料

「実施計画」記載の取組項目

エ 預かり保育時間
の拡充

【再掲】令和５年度から２園（第⼀幼稚園・第三幼稚園）にお
いて、早朝及び夕刻の預かり保育時間の拡充を試行実施しまし
た。

【再掲】
≪成果≫
就労していても幼稚園に通わせたい保護者にとっ
て、幼稚園を就園先として選択できるようになりま
した。
≪課題≫
・⻑時間の保育になることによる幼児の心⾝の負担
を考慮した教育内容を研究し、指導計画を作成する
ことが必要です。
・単学級園での試行実施も含め、他の園への展開を
検討することが必要です。

R4
追加

オ 満３歳児の受け
入れ

該当年度に3歳の誕生日を迎える子どもを対象として、令和５
年度から第三幼稚園に満3歳児学級を試行的に開設し、保護者
の子育てに関する不安や悩みの解消、子育ての閉塞感、孤立感
の軽減など子育ての支援の充実を図りました。

≪成果≫
保護者の満足度が⾼く、また前年に満3歳児学級に
通った園児が､3歳児学級に進級し、⼀年の経験を経
て教師を信頼し安心して過ごす姿や意欲的に遊ぶ姿
が､新⼊園児に良い影響を与えています。
≪課題≫
・実践研究を実施するための研究体制の整備が必要
です。
・試行園の研究実践を進め、成果を実証し、全園へ
展開する可能性を検証することが必要です。

R4
追加

カ 希望者へのラン
チ提供

ランチ提供できる業者をリストアップし、配達区域や１食価
格、支払い⽅法、発注期限、アレルギー対応の有無等を調査し
ました。また園独自の取り組みとして、様々な事情により弁当
を用意できない保護者のため、業者弁当を提供しました。

≪課題≫
・業者ランチの希望者数が少ないため、受け⼊れ業
者の採算が合わず導⼊ハードルが⾼いです。
・幼稚園向けのランチメニューではないため栄養面
やアレルギー対応の課題があります。

R4
追加
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実施内容 成果及び課題
掲載
頁

参考
資料

「実施計画」記載の取組項目

キ 市立幼稚園の魅
力発信

・市のウェブサイトに幼児教育支援室のページを作成し、取り
組みの周知や、研究成果の資料を掲載しました。
・園独自でSNSを作成し配信しました。
 Instagram：おりべ幼稚園はじめ６園
 YouTube：第⼆幼稚園はじめ６園
 園公式LINE：楠⻄幼稚園

≪成果≫
幼児教育支援室の実施事業の周知につながりまし
た。
≪課題≫
SNSでの発信にかかる業務が教職員の負担につな
がっています。

R4
追加

ク ＩＣＴの活用

・全園に保育アプリを導⼊し、欠席連絡やお便りの配信等で保
護者の利便性向上と教職員の業務削減を図りました。また、日
ごろの教育実践や子どもの育ちについて写真とコメント等で配
信する保育ドキュメンテーションを活用することにより、保護
者の幼児教育へ理解を深め、目指す子ども像に向けた幼児教育
の質の向上を図りました。

≪成果≫
・保護者の利便性向上と教職員の負担軽減（欠席連
絡、電子配信化による印刷・配布業務削減、ペー
パーレス化、写真の活用による記録作成軽減等）に
つながりました。
・保育ドキュメンテーションの作成・配信により、
教員同士、教員と保護者、保護者と子どものコミュ
ニケーションを深めることができました。

R4
追加
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実施内容 成果及び課題
掲載
頁

参考
資料

「実施計画」記載の取組項目

11

本市の幼児教育の質の向上を図る拠点として、令和元年度に
「幼児教育支援室」を設置しました。

ア 調査研究事業

・「幼児教育の質の向上」を課題として、「環境の構成 アイ
デア・ポイント集」を作成し、データを市内すべての小学校と
幼児教育施設に配付しました。
・「幼保小接続」を課題として、「幼保小接続リーフレット・
資料」や名古屋市教育課程「幼保小接続章」を作成し、市内す
べての小学校と幼児教育施設に配付しました。
・幼保小交流活動の推進を図るため、推進園６園（第⼀幼稚
園・第三幼稚園・⼆城幼稚園・春田幼稚園・常磐幼稚園・荒子
幼稚園）を指定して実践及び事例収集を行いました。
・幼保小接続セミナー、幼保小接続研修会を開催しています。

≪成果≫
作成した資料等を市内幼児教育施設で活用できるよ
うに各種研修を通して普及したり、セミナーや講演
会では課題につながる知識の習得と、参加者同士の
対話によって地域での幼保小連携・接続の取組推進
につながりました。
≪課題≫
・施設類型及び校種の違いがある中で、互いの理解
を深め、子どもの未来のために理念を共有して進め
ることが必要です。
・地域・学校園により、幼保小接続への取組の進み
具合や進め⽅が多様であるので、それぞれの課題に
あった好事例を収集し、共有することが重要です。

11 6

（２）事業内容

（１）設置のねらい
２ 「幼児教育センター」の設置
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実施内容 成果及び課題
掲載
頁

参考
資料

「実施計画」記載の取組項目

イ 研修事業

保育者の資質や実践力向上のための研修を企画・実施しまし
た。
①基本的な研修（新採研・５年研・10年研）
②公私幼保等に開かれた実践研修
・幼児教育支援室研修実施協議会では、公私幼保の４団体で研
修内容について協議を行いました。
・市立幼稚園で取り組む実践研究の成果に関する「実践研究報
告会」や市立幼稚園で「公開保育」を年２回開催し、公私幼保
等の施設の職員が幼児期の教育について学び合う研修を実施し
ました。
・園内研修の充実のため、幼児教育アドバイザーを派遣し、市
立幼稚園を会場とした「派遣型研修会」を実施しました。
・今日的な教育課題に関する「幼児教育研修会」ではオンデマ
ンド研修とし、より多くの保育者が受講できるようにしまし
た。

≪成果≫
幼児教育施設の職員同士が、研修で実際に保育や環
境を見たり、意見交換を行うことにより、幼児期の
教育について互いに学び合い、自園の保育に生かそ
うとする意欲向上や実践力向上につながりました。
≪課題≫
・学びたい保育者がより参加しやすくより学びを得
られるような、研修形態（集合型とオンデマンド型
のバランス）を工夫し実施することが必要です。
・幼児教育の理解発展のための、幼児教育施設間の
相互理解を促進することが重要です。

12 7

ウ 子育て支援事業 12 8

（ア）親子の絆
サポート

・令和元年度より専門家による「子育てラウンドテーブル」を
実施しました。（R6年度：14回実施）
・令和4年度から「親子わくわく広場」や「子育てセミナー」
実施しました。（R6年度：広場6回、セミナー3回）

≪成果≫
保護者の子育てに対する安心感や新たな気付き、希
望へとつながったり、遊びの意義を知り関わろうと
する意欲の向上につながりました。
≪課題≫
・参加しやすい環境づくりの工夫が必要です。
・開催周知の⽅法の工夫が必要です。
・保護者が集中してセミナーに参加できるサポート
環境（人的・物的）の整備が必要です。
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実施内容 成果及び課題
掲載
頁

参考
資料

「実施計画」記載の取組項目

（イ）「ことば
の教室」

言葉の発達に課題の見られる幼児とその保護者への指導助言を
行うために、「幼児の育ち応援ルーム 」を３カ所開設しまし
た。
医学博士・言語聴覚士の資格を持つスーパーバイザーの指導の
下、ことばの指導推進員が保護者の相談に応じ、⼀人⼀人の幼
児の言葉の発達の課題に対応した個別指導を行っています。
また、令和 7年4月より、待機者解消のために「たんぽぽ」
（第三幼稚園内）に指導員を１人増員しました。

《成果》
・子どもの成⻑を実感するとともに、指導員との対
話を通して、保護者の不安を緩和し、前向きな姿勢
へとつながりました。
・療育センターや病院の受診に抵抗のある保護者も
相談しやすく、相談の⼊口的役割を果たしていま
す。
・「たんぽぽ」の増員により、待機者解消につなが
りました。（令和7年5月現在）
・保護者アンケートの満足度は100％で、「発音や滑
舌がよくなり、語彙が増えた」という意見が多く挙
がり、幼児の言葉の発達と保護者支援につながって
います。
《課題》
・通いやすさと、相談しやすい状況を確保すること
が必要です。
・子どもが安心して通い、言葉の発達を促すため、
⼀層の環境や教材を充実することが必要です。

（ウ）公私幼保
等の施設におけ
る子育て支援情
報の共有

幼児教育施設と連携し、「幼児の育ち応援ルーム」「ことばの
相談室」をはじめとする各事業の情報共有や周知を行いまし
た。

≪成果≫
施設類型問わず多くの施設、地域からの申し込みが
増えています。
≪課題≫
より広く周知を図るための工夫が必要です。

- 3-9 -



実施内容 成果及び課題
掲載
頁

参考
資料

「実施計画」記載の取組項目

職員体制

・円滑な園運営を行うとともに、幼児教育を取り巻く今日的な
教育課題への対応の充実を図るため、吹上幼稚園、春田幼稚
園、猪⾼幼稚園については職員体制を充実させました。
・幼稚園における事務負担軽減のため、１６園に庶務事務職員
を配置しました。

≪課題≫
子どもが健やかに成⻑するように、質の⾼い幼児教
育を提供することが⼀層求められていることから、
教職員の資質や専門性を⾼めるための機会を確保す
るためにも、事務的な仕事量が軽減できるような教
職員配置を行う必要があります。

14

老朽化対策・施
設整備

「名古屋市学校施設リフレッシュプラン」（平成29年8月策
定）に基づき、築年数に応じた改修工事を実施しました。また
すべての保育室へ空調整備を行ったり、園庭の芝生化を行いま
した。

≪課題≫
改修工事のために仮設園舎を建築する土地がない園
においては、順番に改修工事を行うため、工事期間
中大きな音等が発生し、子どもたちの教育保育環境
に影響があります。

14 9

授業料
子ども・子育て支援法の改正により、３歳から５歳までの全て
の子どもについて、令和元年10月より市立幼稚園の利用料（授
業料及び⼊園時加算）は無償化になりました。

14

３ 市立幼稚園の教育環境の整備
（１）職員体制

（２）幼稚園施設の整備

（３）市立幼稚園の授業料
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実施内容 成果及び課題
掲載
頁

参考
資料

「実施計画」記載の取組項目

閉園
令和3年度末に報徳幼稚園及びはとり幼稚園を、令和4年度末に
比良⻄幼稚園を閉園しました。 17

跡地活用

【報徳幼稚園】令和6年度から教育支援センター第３サテライ
トとして活用しています。
【はとり幼稚園】近隣の名古屋市立富田第三保育園の移転改築
用地として、令和6年度から⺠間移管の保育園として活用して
います。
【比良⻄幼稚園】令和6年度末に⺠間企業に売却しました。

18

３ 閉園後の跡地及び施設の活用

（２）再編対象園

Ⅲ 市立幼稚園の再編について
２ 再編対象園の選定
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市立幼稚園の今後のあり方について（課題認識や期待すること） 
 
 
○相澤京子 委員 
 ・市立幼稚園の存在意義及び情報発信 

・公立保育所と市立幼稚園の連携・すみわけ・役割分担 
 
○伊藤知穂美 委員 

・幼保小接続の更なる拡充 
・先進的教育の推進 
・すべての子どもに質の高い幼児教育を保障すること 
・人的・物的環境の充実 

 
○上田敏丈 委員 

・保護者のニーズに合わせた幼児教育・保育の提供 
・地域の教育力を牽引する研修・研究・発信する機能 

 
○河村暁 委員 

・市立幼稚園の存在意義 
・名古屋市が考える幼児教育 

 
○笹口真 委員 

・円滑な幼小接続、教育改革への視点や実践、教職員の労働環境 
・先進的な研究・実践・公開、保護者ニーズに対応した運営 

   
○髙木良昌 委員 
 ・市立幼稚園の魅力の積極的な広報・情報提供の強化 
 ・多様な働き方に対応した利用しやすい環境整備 
 
○津金美智子 委員 

・教育実践推進園(モデル園) 
・名古屋市における「学びのコンパス」を主導する幼児教育の拠点園 
・幼保小接続の実施・改善等を図る上で、小学校（タテ）と幼児教育施設等(ヨコ)

をつなぐ結節点 
・全ての幼児に質の高い幼児教育の機会の保障 
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○恒川和久 委員 
 ・今後の名古屋市における幼児教育や子育て･保育環境のあり方の具体的な方針 
 ・公私、幼保、こども園も含めた市⺠ニーズの把握と、それを踏まえたそれぞれ

が果たすべき役割 
 ・他都市や先進的取り組みを行っている自治体事例 
 
○藤岡省吾 委員 
 ・今後の役割 
 ・幼児数減少下における私立幼稚園との適切な配置状況 
 ・市内公私幼稚園、保育園、認定こども園の教育・保育の質の向上の一体的な 

検討 
 
○水野めぐみ 委員 
 ・市立幼稚園における職員体制 
 ・市立幼稚園の魅力や今後の役割 
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１（１）ア ナゴヤ・スクール・イノベーション事業の推進

①「マッチングプロジェクト」

《実績》
 R3・4年度：第一、第三、吹上、荒子、鳴子幼稚園の5園合同で実施

②「すすめるプロジェクト」

《実績》
 R5・6年度：第二幼稚園、猪高幼稚園
 R6・7年度：高田幼稚園

③「つながるプロジェクト」

《実績》
 R5・6年度：春田幼稚園（春田小学校）、常磐幼稚園（常磐小学校）
 R6・7年度：⻄⼭台幼稚園

（あいわ幼稚園、名東小学校、⻄⼭小学校、神丘中学校）

※ナゴヤ学びのコンパスとは

 教育改革を市全体で推進するため、「ナゴヤ・スクール・イノベーション」と銘
を打ち、子ども一人ひとりの興味・関心や能力、進度に応じた「個別最適な学び」
と「協働的な学び」の一体的な充実を推進しています。

 幼稚園・小学校・中学校・高等学校の各校種において、学校園がめざす子ども像
の実現に向けた課題・ニーズと⺠間事業者のもつ知識・技術・ノウハウ等の力を
マッチングさせて、官⺠連携で学びの転換を進めています。

 「ナゴヤ学びのコンパス」※が目指す「子ども中心の学び」の実現に向けた実践
を行います。

 幼児・児童・生徒同士や教職員間の交流など、学校園間連携による特色ある実践
を行います。

  子どもたちが学びを通して自分らしく、幸せに生きていくことができるよう、
名古屋市の学びの基本的な考えを示したものです。自律して学び続ける子どもの育
成を目指し、「子ども中心の学び」を幼児期から⻘年期まで一貫して⼤切にしてい
きます。
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１（１）イ 園舎・園庭開放による子育て支援

295回 239回 318回 338回 343回

8,003人 5,778人 7,924人 9,334人 9,183人

１園あたりの回数 約13回 約10回 約14回 約17回 約17回

１回あたりの参加人数 27人 24人 25人 28人 27人

288回 256回 336回 347回 341回

7,116人 6,308人 8,663人 9,266人 8,753人

１園あたりの回数 約13回 約11回 約15回 約17回 約17回

１回あたりの参加人数 25人 25人 26人 27人 26人

322回 266回 358回 349回 341回

2,414人 2,237人 3,281人 3,499人 3,103人

１園あたりの回数 約14回 約12回 約16回 約17回 約17回

１回あたりの参加人数 7人 8人 9人 10人 9人

308回 256回 358回 348回 341回

4,845人 3,338人 4,935人 5,653人 5,471人

１園あたりの回数 約13回 約11回 約16回 約17回 約17回

１回あたりの参加人数 16人 13人 14人 16人 16人

園 数 23園 23園 21園 20園 20園

④  子育て井⼾端会議

②  未就園児の親子登園

R2年度 R3年度 R４年度 R５年度 R６年度

①  園舎・園庭開放

③  子育て相談

年度
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１（１）ウ 預かり保育による子育て支援

【預かり保育時間について】

【預かり保育拡充の変遷】

年度
預かり保育
実施園数

⻑期休業中
実施園数

非常勤講師
時間数

平成25年度 17園
平成26年度

〜平成28年度
23園

平成29年度
夏季休業中10日間の園：702時間

⻑期休業中実施園：959時間

平成30年度 8園

令和元年度 16園
令和2年度

〜令和3年度
23園（全園）

令和4年度 21園（全園） 21園（全園） 全園：1,188時間

令和5年度 20園（全園） 20園（全園）
１８園：1,188時間
２園：2,193時間

令和6年度 20園（全園） 20園（全園）
１８園：1,188時間
２園：2,193時間

夏季休業中10日間の園：840時間
⻑期休業中実施園：1,097時間

23園（全園）

1園(はとり)

夏季休業中10日間の園：660時間
⻑期休業中実施園：917時間

１８園 ２園（拡充試行園）
早朝保育 実施なし 7時30分〜教育時間開始まで

教育時間終了後 教育時間終了〜17時 教育時間終了後〜18時30分
⻑期休業中 9時〜17時 7時30分〜18時30分
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【利用状況】

5/1園児
数

実施
日数

延べ利
用者数

実利用
者数

1人あた
り平均利
用回数

5/1園児
数

実施
日数

延べ利
用者数

実利用
者数

1人あた
り平均利
用回数

1 第二 133 175 3,767 138 28.3 77 229 3,062 65 39.8
2 第一 118 170 4,227 119 35.8 95 223 6,651 101 70.0
3 ⼤幸 97 170 3,008 90 31.0 60 217 2,598 62 43.3
4 報徳 41 168 1,509 42 36.8
5 楠⻄ 50 173 790 48 15.8 31 218 1,548 30 49.9
6 おりべ 51 170 1,893 53 37.1 33 237 2,046 31 62.0
7 第三 89 174 2,287 86 25.7 91 220 7,437 103 81.7
8 ⽐良⻄ 69 170 982 54 14.2
9 吹上 84 166 2,608 87 31.0 82 229 4,771 82 58.2
10 高田 66 173 1,783 64 27.0 44 230 4,239 53 96.3
11 常磐 75 168 2,327 69 31.0 44 226 2,822 38 64.1
12 荒子 27 183 1,327 25 49.1 36 220 1,114 33 30.9
13 春田 66 174 2,197 63 33.3 44 231 1,993 45 45.3
14 はとり 66 202 1,680 61 25.5
15 二城 124 170 2,360 116 19.0 32 230 2,213 30 69.2
16 鳴子 118 169 2,383 115 20.2 67 231 3,376 64 50.4
17 桶狭間 117 174 2,033 110 17.4 41 230 2,023 36 49.3
18 ⼤高 76 173 2,627 81 34.6 51 235 3,094 54 60.7
19 神の倉 104 170 2,048 97 19.7 53 226 2,919 46 55.1
20 ⻄⼭台 160 162 2,336 160 14.6 106 223 4,996 107 47.1
21 猪高 150 170 3,262 151 21.7 89 230 4,604 101 51.7
22 梅森坂 76 171 2,279 78 30.0 32 231 1,543 34 48.2
23 植田 149 168 2,651 135 17.8 102 232 4,176 86 40.9

2,106 52,364 2,042 24.9 1,210 67,225 1,201 55.6

平成28年度 令和6年度

合計

No 園名
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